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お詫び

○…賛成　　●…反対
【会派の名称】　　共産党→日本共産党高島市議団　公明会→高島公明会

会　　派　　名 高島新政クラブ ええとこ
高島 共産党

ふるさと
高島
新風会

公
明
会

無
所
属
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議第57号

高島市税条例等の一部を
改正する条例案

原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○

　地方税法の一部を改正する法律
の公布に伴い、法人市民税におけ
る法人税割の税率の引下げおよび
軽自動車税の税率の引上げについ
て所要の改正を行うとともに、引
用する地方税法の条項のずれ等
について関係条文の整理を行うも
の。

議第68号
平成26年度高島市
一般会計補正予算（第1号）案

原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○
退
席
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※　澤本　長俊議員は、議長のため採決に加わらない。

賛否が分かれた案件の審議結果一覧賛否が分かれた案件の審議結果一覧

条　
　

例

議第63号
高島市都市計画審議会条例の一部を改正する条例案

原案可決高島市部設置条例の改正に伴い、都市計画審議会条例において規定している「土木交通部」の名称を「土木上
下水道部」に改めるもの。

議第64号
高島市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例案

原案可決現在65歳から69歳までとしている福祉医療費助成のひとり暮らし高齢寡婦の助成対象年齢を65歳から
74歳までに拡大し、助成内容を2割助成から1割助成とするため所要の改正を行うもの。

議第65号
高島市老人福祉医療費助成条例の一部を改正する条例案

原案可決現在65歳から69歳までとしている福祉医療費助成の低所得老人の助成対象年齢を65歳から74歳までに
拡大し、助成内容を2割助成から1割助成とするため所要の改正を行うもの。

議第66号

高島市立公民館の設置および管理に関する条例および高島市立図書館の設置
および管理に関する条例の一部を改正する条例案 原案可決

旧地場産業振興センターに現在の新旭公民館および新旭図書室を整備後の施設に移転するため所要の改正を行
うもの。

議第67号
高島市農民研修センターの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案

原案可決新旭農民研修センターについて、設置後相当の年月が経過し、既に一定の役割を果たしたものであることから、
これを廃止するため所要の改正を行うもの。

議第70号

高島市附属機関設置条例の一部を改正する条例案
原案可決高島市環境センターから排出されるばいじんを大阪湾広域臨海環境整備センターの受入基準に反して搬入した

事案について調査審議するとともに、環境センターの管理運営における是正措置および再発防止等の意見を得
るため、第三者調査委員会を設置することにつき、所要の改正を行うもの。

予
算 議第69号 平成26年度高島市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）案 原案可決

6 月定例会　議案審議結果（全員賛成分）

案　　　件　　　名 結果

6 月定例会　議案審議結果（全員賛成分）

　4月 25 日に発行いたしました議会だより 44 号
（3月定例会号）の内容に一部誤りがありましたので、
以下のとおり訂正させていただきます。
　大変申し訳ございませんでした。

誤 概ね20ha以上であること

正 概ね10ha以上であること
　2014. 第 44 号 122014. 第 44 号　13

問　

企
業
誘
致
政
策
の
現
状

と
今
後
の
取
り
組
み
は
。

答 

産
業
経
済
部
長

　

市
内
の
遊
休
地
の
調
査
を

行
い
、
５
か
所
を
適
地
と
し
た

「
企
業
立
地
ガ
イ
ド
」
を
作
成

し
、
企
業
誘
致
に
努
め
て
き
ま

し
た
。　

　

し
か
し
、
企
業
ニ
ー
ズ
に
合

致
し
な
い
難
し
い
側
面
や
、
現

状
と
の
齟そ

ご齬
が
生
じ
て
い
ま

す
。
今
後
は
こ
れ
ま
で
の
取
り

組
み
を
検
証
し
、
よ
り
有
効
な

施
策
を
展
開
し
ま
す
。

問　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
５

か
所
の
用
地
を
紹
介
し
て

い
た
が
、
そ
の
内
３
か
所

は
太
陽
光
発
電
設
備
が
建

設
さ
れ
て
い
る
。
工
事
が

進
行
す
る
中
で
も
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
削
除
さ
れ
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
昨
年

末
突
然
削
除
さ
れ
た
。
企

業
誘
致
を
進
め
る
に
し
て

は
ル
ー
ズ
だ
。
企
業
誘
致

の
適
地
で
あ
る
と
判
断
す

る
の
は
誰
か
、
ま
た
削
除

を
判
断
す
る
の
は
誰
か
、

責
任
の
所
在
は
。

答　

判
断
の
責
任
は
、
市
長

で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

問　

川
島
適
地
は
南
船
木
だ

が
、
区
と
市
の
協
議
で
適

地
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、

太
陽
光
発
電
に
利
用
し
た

い
と
農
地
転
用
の
確
認
を

さ
れ
る
と
、
※

１
種
農
地

で
あ
る
た
め
転
用
不
可
と

さ
れ
た
。
適
地
の
指
定
及

び
広
報
に
問
題
は
な
い

か
。

答　

平
成
20
年
に
区
の
要
望

に
基
づ
い
て
協
議
を
重
ね
、
白

地
と
い
う
こ
と
で
選
定
し
ま
し

た
。

問　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
か
ら

の
川
島
適
地
の
削
除
に
際

し
て
、区
へ
説
明
が
必
要

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

答　

候
補
地
選
定
の
背
景
を

考
え
る
と
、
区
役
員
に
削
除
に

至
る
経
緯
を
説
明
す
る
の
が
本

来
で
し
た
。
近
日
中
に
説
明
に

伺
い
た
い
と
考
え
ま
す
。

問　

以
上
４
か
所
は
誘
致
が

で
き
ず
、残
る
西
浜
適
地

も
国
道
整
備
後
の
接
道
と

な
る
。紹
介
で
き
る
適
地

は
な
い
の
で
は
。　　

　
　

企
業
誘
致
は
、用
地
が
な

け
れ
ば
困
難
な
部
分
も
あ

る
。ま
た
、今
回
の
よ
う
に

誘
致
を
進
め
て
お
い
て
、

農
地
法
で
断
る
こ
と
に
も

な
り
か
ね
な
い
。方
向
性

を
示
し
各
部
局
調
整
の
上

で
誘
致
活
動
を
進
め
る
こ

と
が
必
要
で
は
な
い
か
。

答　

ご
指
摘
の
よ
う
に
、
候

補
地
は
農
地
法
等
の
制
約
や

接
道
に
関
す
る
課
題
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
を

検
証
し
、
新
た
な
候
補
地
の
発

掘
も
含
め
関
係
す
る
部
署
と
連

携
を
図
り
な
が
ら
、
よ
り
有
効

な
企
業
誘
致
の
施
策
を
展
開
し

ま
す
。

用
語
解
説

●
第
１
種
農
地
…

　

農
用
地
区
域
以
外
の
良
好

な
営
農
条
件
を
備
え
て
い
る

農
地
。概
ね
20 

ha
以
上
で
あ

る
こ
と
、特
定
土
地
改
良
事

業
等
の
対
象
農
地
で
あ
る
こ

と
、高
生
産
性
農
地
で
あ
る

こ
と
が
条
件
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
他
の
質
問

●
湖
西
線
の
強
風
対
策

今後の取り組みは？

これまでの取り組みを検証し、
より有効な施策を展開する

答
梅村  勝久  議員

企業誘致
と用地問

題

▲太陽光発電設備が建設された市内用地

▲若者定住促進のためにも、湖西線の安定運行を

皆様の声を 高島市政に

P12【用語解説】

討論


